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平成１４年度杉並区一般会計補正予算(第４号)等 

 
平成 14 年度杉並区一般会計補正予算（第 4号）、老人保健医療会計補正予算（第

1 号）、介護保険事業会計補正予算（第 2 号）は、平成 15 年 3 月 14 日に杉並区

議会で可決成立しました。 

 

１ 各会計歳入歳出予算の補正（総括表） 
単位：千円 

会 計 補 正 前 今回補正額 補 正 後 

一  般  会   計 (補正第4号) 136,233,447 1,762,640 137,996,087

老人保健医療会計(補正第1号) 49,794,438 △6,178,708 43,615,730

介護保険事業会計(補正第2号) 20,736,165 △2,051,837 18,684,328

△は減額 

 

 

２ 一般会計補正予算（第４号）の概要 
●補正事業        ５２事業 

●補正予算額     １７億６２６４万円    

●財源更正        １０事業 

 

 区民税や特別区財政交付金、財産収入の増収が見込まれるため、増額補正と

なりました。事業予算の増減補正額を差し引いた増収分は、実施計画を着実に

推進するために、また、今後の厳しさを増す財政状況に備えるために年度間の

財源調整を図る財政調整基金等に積み立てます。なお、財源更正の１０事業に

ついては、事業費は変更ありませんが、国庫支出金などの特定財源の減額等に

より財源の内訳を変更するものです。 
 
一般会計予算規模                                           単位：千円 

特 定 財 源       
予 算 額 

国・都支出金 そ の 他  一 般 財 源 

補正前の額 136,233,447 17,143,098 11,043,174 108,047,175

補 正 額   1,762,640  △64,151 △607,039 2,433,830

補正後の額 137,996,087 17,078,947 10,436,135 110,481,005
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（１）主な歳入 
●特別区税の増額       18億8383万円増  (補正後557億1023万円) 

  区民税は普通徴収、特別徴収のいずれも当初予算額より増額となりました。 

●特別区財政交付金       2億5000万円増 (補正後262億7633万円) 

  都区財政調整の当初算定における残額を原資として再調整を行うことで増

額となりました。 

●財産収入               5億 107万円増  (補正後18億 502万円)  

  土地の売払いによる収入を計上しました。 

 
（２）主な歳出事業 
 ●自転車駐車場等整備                         4656 万円 

   自転車駐車場の拡張用地を取得します。  

 ●痴呆性高齢者グループホーム整備              2248 万円 

  高井戸西にグループホームを整備します。 

●がん検診                         3464 万円 

  医療機関におけるがん検診の受診者が増えました。 

 ●区民健康診査                       5346 万円 

  高年者健康診査及び成人健康診査の受診者が増えました。 

 ●基金積立て                      35 億 5481 万円 

  財政調整基金及び減債基金に積立てます。 

 ●14 年度の事業費の精算を行うことにより減額になった主な事業 

 ・職員人件費                        △4 億 1214 万円 

 ・老人保健医療会計への繰出金                  △2 億 7331 万円 

 ・介護保険事業会計への繰出金                △2 億 6623 万円 

 ・児童館改築                             △1 億   30 万円 

・公債費                                        △9443 万円 

・ごみ収集作業経費等                         △5451 万円 

・行政情報化の整備                           △2 億 4255 万円 

 

（３）繰越明許費の補正 

 行政情報化の整備事業の一部 7245 万円が 15 年度に繰越しました。また、

都市計画道路については金額を変更し、繰越額は 2億 975 万円になりました。 
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（４）債務負担行為の補正 

 特別養護老人ホーム建設助成は限度額は2億4100万円で平成35年度まで、

痴呆性高齢者グループホーム整備は限度額は 3900 万円で平成 16 年度まで、

の 2件の債務負担行為が追加になりました。 

 

（５）地方債の補正 

  都区財政調整交付金の原資である調整三税の減収対策としての「区市町村

振興基金」からの借り入れや、建設事業の実績の減などに伴い起債限度額の

補正を行いました。補正後は 9事業で起債限度額の総額は 29 億 2589 万円に

なりました。 
 
 
３ 老人保健医療会計補正予算（第 1号）の概要 
●補正事業        ６事業 

●補正予算額     △６１億７８７１万円 

 医療制度改革により老人保健医療の対象者が段階的に移行することにより医

療費が、当初の見込みより減になることなどのために補正を行いました。 
 

●主な歳入  支払基金交付金の減額           △40億6223万円 

       国庫支出金の減額              △15億4282万円 

       都支出金の減額                        △3億8571万円 

繰入金の減額                         △2 億 7331 万円 

●主な歳出  医療諸費の減額                △61億4353万円 

 
 
４ 介護保険事業会計補正予算（第２号）の概要 
●補正事業        ５事業 

●補正予算額     △２０億５１８４万円 

 介護保険サービスの給付が、当初の介護保険事業計画の見込みより減となる

ために補正を行いました。 

 

●主な歳入  国庫支出金の減額              △5 億 5211 万円 

        支払基金交付金の減額           △7億  285万円 

           都支出金の減額                       △2 億 6623 万円 

           繰入金の減額                         △5億  52万円 

●主な歳出  保険給付費の減額               △21億2984万円 

       介護保険給付費準備基金への積立の増額        7800 万円 


